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地質・地震・津波・火山関係に係る
今後の審査の進め方
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はじめに

1

志賀２号炉の適合性審査の状況

• 2023年12月時点では，「敷地周辺（海域）断層」及び「地下構造」の審査を進めていただいていた。

• しかし，2024年1月1日に令和6年能登半島地震が発生し，上記審査項目において，当該地震の知見の反映が必要となっ
た。

• 当該地震発生後の審査としては，「志賀原子力発電所の地震後の状況」について審査会合（4月12日，本日）で説明すると
ともに，当該地震に影響を受けない「火山」については，6月からヒアリングを行っていただいている。

地震調査委員会の評価を踏まえた規制庁殿からの指示

• 8月2日，地震調査委員会により，「日本海側の海域活断層の長期評価-兵庫県北方沖～新潟県上越地方沖-（令和６年８
月版）」が公表された。（P5）

• 上記公表を受けて，8月5日の規制庁殿との面談において，以下の指示を受けた。

• 上記を踏まえ，今後の審査の進め方について，事業者としての要望をとりまとめた。（P2，3）

• 併せて，地震調査委員会の長期評価を踏まえた規制庁殿からの指示への対応をとりまとめた。（P4）
本日ご説明

地震調査委員会の長期評価について，今後の事業者の断層，地震動及び津波の各評価の審査会合において，同長
期評価をどのように扱い評価しているのかを明確に説明すること。特に，同長期評価にある「隣接している活断層帯ま
たは活断層は部分的に同時に活動する可能性を否定できない」について，事業者の評価において，どのように扱った
のかを説明すること。また，同長期評価について，事業者の敷地近傍断層の評価への影響についても説明すること。
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令和6年能登半島地震後の状況報告
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②敷地近傍断層※

③敷地周辺
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④敷地周辺
（陸域）断層
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⑤地下構造

⑥震源を特定せず策定する
地震動

⑦震源を特定して策定する
地震動

⑧基準津波

⑨⽕⼭

⑩地盤・斜⾯の安定性

今後の審査の進め方（要望）

現時点 ◆ ︓審査会合
: 資料提出から審査終了までの想定期間（審査の状況により変更となる場合あり）

○事業者が考える今後の審査スケジュール案を以下に示す。審査の進め方の要望は次頁に示す。

⽉

※敷地近傍断層︓敷地から半径約５㎞以内に分布す
る９本の断層に，富来川南岸断層
を加えた10本の断層（P6）

福浦断層の地震動評価⽅針

知⾒を踏まえた再評価

初回の説明

初回の説明

◆
初回の説明

（概ね審査済）◆

◆（概ね審査済）

知⾒の収集，分析，反映

余震の観測，分析，反映

◆ ◆
4/12

◆

基準津波決定

◆
初回の説明

地震調査委員会の⻑期評価には，敷地近傍断層は⽰されておらず，現時点では，
これまでの敷地近傍断層の評価に影響はないと考えている。（P4,6）

2

基準地震動Ss決定

余震の分析を踏まえた再評価

海域断層の審査内容の反映

コメント回答

︓基準地震動Ss・基準津波決定までの審査⼯程上のクリティカル項⽬

◆

◆

◆

◆



クリティカル項目について

・基準地震動Ss・基準津波決定までのクリティカル項目は，

・ 【③敷地周辺（海域）断層】【④敷地周辺（陸域）断層】 → 【⑦震源を特定して策定する地震動】

・ 【⑤地下構造】 → 【⑦震源を特定して策定する地震動】

・ 【③敷地周辺（海域）断層】 → 【⑧基準津波】

と想定しており，【③敷地周辺（海域）断層】及び【⑤地下構造】の審査を優先的に進めていただきたい。

その他

・【⑨火山】については，既にヒアリングでの説明を開始しており，今後，準備が整いしだい，審査会合

（初回の説明）の開催をお願いしたい。なお，火山の２回目以降の審査会合（コメント回答）は，上記クリ

ティカル項目の審査を優先し，弾力的な日程調整をお願いしたい。
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地震調査委員会の評価を踏まえた規制庁殿からの指示への対応

• 地震調査委員会により，「日本海側の海域活断層の長期評価-兵庫県北方沖～新潟県上越地方沖-（令和６年８月版）」
が公表された。

• 同長期評価に対して，規制庁殿からの指示及びそれに対する当社の対応を以下に示す。

※当社が現時点で考える対応であり，今後，新たな知見が出た場合等，それらを踏まえて修正する場合がある。

地震調査委員会の長期評価に

ついて，❶今後の事業者の断層，

地震動及び津波の各評価の審査

会合において，同長期評価をどの

ように扱い評価しているのかを明

確に説明すること。

特に，❷同長期評価にある「隣接

している活断層帯または活断層は

部分的に同時に活動する可能性

を否定できない」について，事業

者の評価において，どのように

扱ったのかを説明すること。

また，❸同長期評価について，事

業者の敷地近傍断層の評価への

影響についても説明すること。

【❶への対応】
・地震調査委員会の長期評価については，重要な知見の一つであり，当社の敷
地周辺断層，地震動及び津波の各評価に同長期評価の内容を取り入れ，説
明していく。

【❷への対応】
・隣接する活断層の連動評価にあたっては，上記❶への対応を踏まえ，断層同
士の位置関係（地表及び地下深部），地下構造，地震活動，重力異常等を総
合的に再評価していく。

・なお，地震調査委員会（2024a）は，令和6年能登半島地震の震源付近に能登
半島北岸断層帯（長さ94㎞程度，M7.8-8.1程度）を示したうえで，隣接する断層
帯との同時活動の可能性を否定できないと評価している。また，地震調査委員
会（2024b）は，令和6年能登半島地震の震源断層は150㎞程度と評価している。
これらの評価を踏まえ，当社としても，能登半島北岸断層帯の評価にあたって
は，能登半島北岸断層帯と隣接する活断層帯との連動を検討していく。

【❸への対応】
・地震調査委員会の長期評価には，敷地近傍に分布する断層は示されておら
ず（P6），現時点では，これまでの当社の敷地近傍断層の評価に影響はないと
考えている。ただし，今後，引き続き知見を収集し，4月12日の審査会合でのコ
メントへの対応を行っていく。敷地近傍断層に関連する新たな知見が公表され
た場合は，審査会合で説明していく。

規制庁殿からの指示 指示に対する当社の対応※
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(参考１）地震調査委員会の長期評価（ポイント）

5地震調査委員会（2024a）



(参考２）「地震調査委員会(2024a)が示した日本海側の海域活断層」と「敷地近傍断層(当社評価)」

地震調査委員会の長期評価には，敷地近傍に分布する断層は示されておらず，現時点では，これまでの当社の敷地
近傍断層の評価に影響はないと考えている。
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地震調査委員会（2024a）が示した日本海側の海域活断層の分布敷地近傍の断層等の分布（当社評価）
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